
 

 

 

 

 

 

 

 

１．開 会 

 

 

２．平成３０年度のいじめの状況について 

 

 

３．令和元年度第１回いじめアンケート調査の結果について 

 

 

４．令和元年度いじめ防止への取り組みについて 

 

 

５．その他 

 

 

６．閉 会 

 

 

 

第１回石狩市いじめ問題対策連絡協議会 
 

○期日：令和元年９月２６日（木） 

○時間：午前１０時より 

○場所：市役所３階庁議室 
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石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員名簿 

 

氏名 区分 所属 

高橋 秀明 石狩市校長会代表者 石狩市立花川小学校長 

飛田 寿一 石狩市校長会代表者 石狩市立花川南中学校長 

鬼塚 健次 石狩市教頭会代表者 石狩市立厚田小学校教頭 

久保田 豊 石狩市教頭会代表者 石狩市立石狩中学校教頭 

龍島 秀広 学識経験者 元北海道教育大学大学院准教授 

岩崎 雄三 学識経験者 石狩市人権擁護委員代表者 

大西 孝則 学識経験者 石狩市ＰＴＡ連合会代表者 

百瀬 彰幹 関係行政機関 
北海道警察札幌方面北警察署 

生活安全課長 

佐々木 智城 関係行政機関 石狩市教育委員会 カウンセラー 

古原 祥子 関係行政機関 
石狩市教育委員会 スクールソー

シャルワーカー 

上ケ嶋 浩幸 関係行政機関 
石狩市保健福祉部 子ども相談セ

ンター長 

佐々木 隆哉 関係行政機関 石狩市教育委員会 生涯学習部長 

 

（事務局） 

山田  潮 市職員 
石狩市教育委員会 生涯学習部参

事 

開発 克久 市職員 
石狩市教育委員会 教育支援セン

ター長 

盛  雅宏 市職員 
石狩市教育委員会 教育支援セン

ター教育支援担当主査 
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平成 30年度のいじめの状況について 

 

 

○認知件数                             （単位：件） 

平成 30年度 平成 29年度 

小学校 1,101 
男子 537 

合計 1,117 

小学校 40 
男子 23 

合計 51 
女子 474 女子 17 

中学校  106 
男子  53 

中学校 11 
男子  8 

女子  53 女子  3 

 

 

 

○平成 30年度学年別件数 

   小学校                    中学校 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 １年 ２年 ３年 計 合計 

212 287 162 163 83 104 1,011 56 37 13 106 1,117 

 

 

 

○認知した 1,117件の状況 

・解消している    1,113件 

  ・継続支援中       4件 
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令和元年度第１回いじめアンケート調査の結果について 

＜調査対象期間  平成 31年 4月 1日～令和元年 6月末＞ 

 

１．アンケート回答児童生徒数 

４，６０５人（小学生２，９８２人 、中学生１，６２３人） 

  H30 4,728人（小学生 3,109人、中学生 1,619人） 

 

２．「いやな思いをしたことがある」と答えた児童生徒数 

   ５７５人（小学生５０９人 、中学生６６人） 

     H30 604人（小学生 561人、中学生 43人） 

内訳 

R１ 
学年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 

人数 70 149 105 75 69 41 29 23 14 

H30 人数 111 175 98 90 45 42 20 14 9 

 

３．どんなことをされたのか 

いじめの内容 小学生 中学生 

仲間はずれや無視をされる 118 11 

たたかれたり、けられたりする 180 11 

持ち物をかくされたり、いたずらされたりする 73 10 

悪口をいわれる 218 26 

傷つく内容のメールやインターネット 13 5 

無料通話アプリで仲間はずれや嫌なことをされる  5 

その他 49 6 

 

４．今も「いやな思いをしている」と答えた児童生徒数 

 ２６１人（小学生２２７人 、中学生３４人） 

 

５．友人がいやな思いをしているのを見たり、聞いたりしたことがあると答えた児童生徒数 

   ７２２人（小学生６１３人 、中学生１０９人） 

 

６．いじめはどんなことがあっても許されないことだと思うと答えた児童生徒数 

（※小学１年生については、設問１しか回答していないので分母から除く） 

   ３，８６０人（小学生２，３５２人 、中学生１，５０８人） 

    （92.4％）    （92.1％）      （92.9％） 
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令和元年度「いじめ」防止への取り組みについて 

 

１．市教委の主な取り組み 

 

（１）石狩市いじめ問題取組マニュアルの配布 

 

（２）啓発・相談等 

 

① 「いじめ防止強調月間」の設定及び取組 

 ・各校で月間を設定し、子どもたち自身がいじめについて考える取組を実施する。 

 

②保護者向け啓発用リーフレットの配布 

 

③いじめ相談カードの配布 

 

（３）関係機関との連携等 

 

①石狩市いじめ問題対策連絡協議会の開催 

    ・メンバー：校長会、教頭会、学識経験者、人権擁護委員、市 PTA連合会、 

北海道警察、子ども相談センター、カウンセラー、SSW、教委事務局 

   ・年２回開催予定（９月、２月） 

 

  ②小中が連携した取組（例：校区内中学校のいじめ防止集会への参加） 

 ・校区内中学校のいじめ防止集会へ参加し、自校でその内容を発表する。 

 

 

 

 

 

２．学校の主な取り組み 

 

（１）未然防止に向けた取組等 

 

①児童生徒が主体となった取組の実施 

 

②授業（道徳、総合的な時間）等での取り上げ 

○いじめ防止集会への参加はあくまで一例で、既存の小中連携の交流機会を利用して、互いにいじめ防止に向け

た取組の情報交換をするなど、いじめ防止に向けた意識の醸成が図られるよう工夫した取組を実施し、小学校、

中学校、それぞれに必ず交流した内容を自校でフィードバックする。 
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③全校によるＱ－Ｕ検査の実施 

   ・Ｑ－Ｕの活用に関しては、研修を継続する 

 

④いじめ調査（道教委）・・・年２回実施（５月、１１月） 

 

 

（２）保護者・地域との連携等 

 

① 外部の意見を聞く機会の実施 

 ・学校支援推進員等、学校訪問時に取組を説明し意見を伺う 

 

②情報提供の充実・・・学校便り等で周知 
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学校 取り組み 

 ・児童会書記局による「思いやり」「絆」「あいさつ」「清掃」などに関わる取組 

・児童会生徒会が連携した地域の清掃活動 ・中学校でのいじめ撲滅集会への参加 

・全校集会でみんなが楽しめる企画（読書クイズ、じゃんけん列車） 

 ・全児童による標語の作成・いじめをなくそう集会の実施 

・花川中校区での 4校交流会で各校の取組について交流する 

 ・児童会のスローガン「元気なあいさつ やさしい心 笑顔かがやく 生振っ子」 

・みんながなかよくなるための全校遊び（ハッピー・セブンデー）の実施 

・いじめについて考える「全校集会」の実施 

 ・児童会書記局主催の「思いやり集会」「なかよし集会」の取組 

・いじめ根絶への「いじめをしない・させない・ゆるさない」標語・ポスターの作成 

・兄弟学級の関わりによる思いやりの心の醸成（ふれあい遊び・ふれあい給食） 

・5‣6年生による「さわやか活動（朝の玄関前整列挨拶、低学年教室訪問、声がけ）」 

 ・いじめなど、児童の悩みごとを聞く「なやみごとボックス」の設置 

・いじめをなくすための全校集会の開催 

・よりよい雰囲気の学校を目指す「あいさつ運動」の実施 

 ・児童会主催によるいじめ防止標語・ポスター作成 ・児童会主催による「平和集会」の開催 

・縦割り班活動、異学年交流、支援学級との交流による思いやりの心の醸成 

・花壇花植え等、生命尊重の活動 

 ・児童会主催のいじめ根絶標語の全員出品 ・学年によるいじめ防止の発表 

・「いじめを考える集会」にスクールカウンセラーの参加と講話 

・集会を土曜授業参観日に設定し保護者や地域に公開 

 ・児童会主催の「思いやり集会」の実施 

・「いじめをしない・させない・ゆるさない」標語の取組 

・書記局による「いじめ」に関する本の低学年への読み聞かせ 

・全校集会での友達作ろうゲーム大会の取組 

 児童委員会主催「いじめをなくそう集会」の実施（５つの約束の確認） 

 ・児童会主催の「なかよし集会」の実施 

（異学年グループに分かれた遊び、全校縦割り清掃、全校縦割給食）  

・あいさつ運動の実施 

 ・児童生徒会の取組である「あなたのいいとこみーつけた」カードを廊下に掲示し、相手を認め大

切に思い、尊重し合える心を養う。 ・全校給食（小中別＜通常＞・小中合同＜年１回＞） 

・児童生徒会企画による「みんなで遊ぶＤＡＹ（昼休みに小中合同でレクを行う）」の企画 

・縦割り清掃による小中協力・協働体制の確立 

 ・児童会による全校朝会でのいじめ防止の呼びかけ ・全校挨拶運動、全校遊び 

・児童会事務局が企画し、いじめについて考える「思いやり集会」の実施 

石狩小学校 

花川小学校 

生振小学校 

南線小学校 

花川南小学校 

紅南小学校 

八幡小学校 

緑苑台小学校 

双葉小学校 

厚田小学校 

浜益小学校 

聚富小中学校 

令和元年度 児童生徒が主体となるいじめ防止への取り組み 
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学校 取り組み 

 生徒会が中心となり、各学級で協議した内容をもとに「いじめ撲滅宣言」を行う。校区内３つの小

学校にも呼びかけ、宣言や集会にも積極的に関わってもらい、一緒になっていじめについて考える。 

 ・いじめ防止標語の募集 ・生徒会による月別スローガンの掲示 ・いじめ撲滅集会の開催と撲滅

宣言の採択 ・ピアカウンセリングの実施 ・教育相談週間の設置と実施 

 ・生徒会による「いじめ撲滅集会」を 12月 13日開催予定。集会時の寸劇や朗読でいじめ防止を訴

え、いじめ撲滅の標語やメッセージを全学年で取り組み校内に掲示する。 

 ・生徒会を中心にいじめ根絶の取り組みを学級、学年、学校の各段階で実施予定 

・全校集会の LED集会（Little Early Damage）を 12月 24日に開催予定 

 ・生徒会主催のいじめ根絶集会実施（年３回） 

・樽川中学校「おもいやり宣言」の確認（全校及び各学級） 

 ・全校給食・スポーツレク、全校レク、全校音楽や全校体育などを通して、積極的な異学年交流の

実施 

・小学生との行事の交流（合同運動会や地域清掃・小中合同文化祭など） 

・生徒会が主催し、いじめ根絶標語に全校で取り組み、校内掲示 

 ・児童生徒会の取組である「あなたのいいとこみーつけた」カードを廊下に掲示し、相手を認め大

切に思い、尊重し合える心を養う。 ・全校給食（小中別＜通常＞・小中合同＜年１回＞） 

・児童生徒会企画による「みんなで遊ぶＤＡＹ（昼休みに小中合同でレクを行う）」の企画 

・縦割り清掃による小中協力・協働体制の確立 

 ・全校朝会で生徒会長による｢いじめ撲滅宣言｣をし、その後に全校レクを実施予定。さらにその日

を含めた１週間､生徒会役員が中心となって朝のあいさつ強化運動を推進することで、いじめの未

然防止に努める。 

・生徒の発案によるミニレク（全校生徒と教職員による鬼ごっこ等）を 2～3か月に 1回のペース

で実施している。 

 

 

石狩中学校 

花川中学校 

花川南中学校 

花川北中学校 

樽川中学校 

厚田中学校 

浜益中学校 

聚富小中学校 

令和元年度 児童生徒が主体となるいじめ防止への取り組み 
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